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ＴＡＡ・事業性評価 最新情報 

「早期事業再生法の概要」 
2026/4 

早期事業再⽣法（円滑な事業再⽣を図るための事業者の⾦融機関等に対する債務の調整の⼿続等に関する法

律）が 2025 年 6⽉13⽇公布されており、本年 12 月までに施行される見込み。 

１．現行の債務整理手続の課題 

①法的整理は、その利用の公告がなされ、商取引債権も含めた全債権が債務整理の対象となるため、事業価値や

収益性への毀損の影響が大きくなりやすい。 

②公告がなされず商取引への影響を抑制しやすい私的整理においても、全対象債権者の同意が必要とされることは

事業再生の更なる円滑化に向けた課題となる。 

２．早期事業再⽣法の概要 

経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の早期での事業再生の円滑化を図るため、経済産業大臣の指定を受け

た公正な第三者の関与の下で、金融機関等である債権者の多数決（議決権の総額の 3/4 以上の同意等）及び裁判

所の認可により、金融債務に限定※して、当該事業者の債務の権利関係の調整を行うことができる手続を整備。 

３．早期での事業再生のために事業者の債務の権利関係の調整を可能とする手続の主な流れ 

①手続申請 

事業者（債務者）が第三者機関（指定法人）※に手続を申請。 

※手続の監督等を行う公正な第三者機関として、事業再生の専門的知識・実務経験を有する者を事案ごとに選任できる等の要件

を満たす者を経済産業大臣が指定。 

②第三者機関による確認 

第三者機関は、事業者から提出された、書面（対象債権（金融機関等が有する金融債権）の権利変更の方向性 

や事業再生の方向性等を記載）、対象債権の一覧等から、債務調整の必要性（経済的に窮境に陥るおそれ）、対象

債権者集会の決議成立の見込み、対象債権者一般の利益（清算価値保障）に適合する見込み等を確認。 

③対象債権者集会における決議 

対象債権者集会において、事業者による情報提供及び債権者への意見陳述の機会の付与の後、対象債権者の

多数決（議決権の総額の 3/4 以上の同意。単一の債権者が議決権の総額の 3/4 以上を有する場合には、議決権者

の過半数の同意も必要）により、対象債権のうち担保で保全されていない部分の権利変更を可決。 

※権利変更に係る賛否の判断に資する内容として、早期事業再生計画（事業者の資産や負債等の見込み等を記載）を提示 

※第三者機関は、決議前に、対象債権の権利変更に関する内容及び早期事業再生計画について、法令に定める調査事項（事業者

の資産や負債の算定等）を調査し、その結果を報告 

④裁判所による対象債権者集会の決議の認可 

裁判所は、第三者機関及び債権者の意見の陳述を聴取しつつ、後見的に、決議の瑕疵（手続の法令 違反、決議

の公正性を損ねる点がないか）や清算価値保障等を審査して、認可又は不認可を決定。 

※裁判所の認可に関する即時抗告が可能（異議申立ての機会の確保 

 

詳細は、経済産業省 HP https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250304003/202503004003.html 

を参照下さい。 
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